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第１１回教育委員会会議録

１．日 時 令和６年２月５日（月）

開会：午後１時２５分

閉会：午後３時０５分

２．場 所 筑後市役所東庁舎３０２会議室

３．出席委員 教育長：中 村 英 司 委 員：齋 藤 百 合

委 員：吉 田 和 博 委 員：下 川 博 大

委 員：江 﨑 正 己

４．事 務 局

教 育 部 長：坂 本 啓 悟 教 育 総 務 課 長：山 口 秀 郎

学 校 教 育 課 長：堤 好 弘 社 会 教 育 課 長：永 松 博 幸

人権・同和教育課長：小 林 志 麻 学校教育課学事担当係長：山 本 啓 介

主任教育指導主事：石 橋 功 一 指 導 主 事：金 子 尚 文

指 導 主 事：福 永 美智也

５．書 記

教育総務課総務担当係長：井 手 雄 香

６．傍 聴 者

０人

７．議 題

１ 開会のことば

２ 教育長あいさつ及び教育長会報告

３ 議 事

非公開議案

（１）議案第７号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（令和５年度筑後市一般会計補正予算第１０号：学校教育課）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（２）議案第８号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について
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（筑後市青少年問題協議会設置条例の廃止について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（３）議案第９号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正

について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（４）議案第１０号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（筑後市中央公民館条例の一部改正について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（５）議案第１１号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（筑後市北部交流センター条例の一部改正について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（６）議案第１２号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（サザンクス筑後設置及び管理に関する条例の一部改正について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（７）議案第１３号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（筑後南コミュニティセンター条例の一部改正について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（８）議案第１４号 市議会の議決を経るべき議案の原案の決定について

（筑後市立学校施設の利用に関する条例の一部改正について）

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（９）議案第１５号 筑後市立筑後南小学校の校歌について

（全員賛成、原案可決）

非公開議案

（１０）議案第１６号 筑後市立筑後南小学校の校章について

（全員賛成、原案可決）

（１１）議案第１７号 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調査の市町村別

結果の公表に係る同意について
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教育長 それでは、議案第１７号 令和５年度全国体力・運動能力、運動習慣等調

査の市町村別結果の公表に係る同意についてということで説明をお願いします。

主任教育指導主事。

主任教育指導主事 議案第１７号について提案させていただきます。資料１２をご覧

ください。

１枚お開きください。１ページです。

全国体力・運動能力、運動習慣等調査の市町村別結果の公表に係る同意につ

いて、福岡県教育委員会教育長から照会があっております。

２ページ、別紙をご覧ください。

本案件は、福岡県の体力向上施策について県民の理解と協力を得るため、市

町村名を明らかにした調査結果を公表するものです。

公表内容は、市町村ごとに小・中学校それぞれの体力合計点平均値を棒グラ

フで示すことです。

公表方法としては、福岡県教育委員会が作成する令和５年度全国体力・運動

能力、運動習慣等調査報告書に盛り込まれ、福岡県のホームページに掲載され

ます。

３ページ、資料をご覧ください。このような棒グラフで公開されることに

なっております。

今回、同意の可否を判断していただく対象は、３ページのように市町村名を

明らかにした小・中学校それぞれの体力合計点平均値を棒グラフで示すことに

なります。

以上です。よろしくお願いします。

教育長 説明は終わりましたが、ご質問はございませんでしょうか。よろしいです

か。

（な し）

教育長 それでは、採決に入らせていただきます。

議案第１７号について賛成の方は挙手をお願いいたします。

（全員賛成、原案可決）

教育長 全員賛成で可決いたしました。

非公開議案

（１２）議案第１８号 令和６年度筑後市立小中学校教諭等及び一般職の人事異動内

申について

（全員賛成、原案可決）
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４ 協議事項

（１）令和６年度教育施策要綱について

５ 報告事項

（１）筑後市教育長に対する事務委任規則第３条第２項に基づく報告

①筑後市教育委員会事務局職員の分限（休職）について

②非常勤職員の任用について

（２）教職員人事評価の結果について

６ その他

（１）今後の教育委員会日程について

７ 閉会のことば


